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令和６年客船歓迎事業に係る 「おもてなし物産販売ブース」 出店要綱 

 

１ 目的 

クルーズ船が寄港するふ頭内で、地元特産品販売等の歓迎事業を実施し、乗客等の満

足度（評価）を高めることで宮古港への寄港継続・拡大につなげるとともに、乗客・乗員や歓

迎・見学に訪れる市民等の消費機会を創出することで経済効果の拡大を図ることを目的と

します。 

 

２ 客船の寄港予定と概要 

   
 

３ 実施日・出店時間 

出店日時 船名 

4月15日（月）    11時00分～17時30分 セブンシーズ・エクスプローラー 

4月２9日（月・祝）  9時３0分～1７時30分 ロイヤル・プリンセス 

5月 4日（土・祝）  9時30分～17時３0分 シルバー・ミューズ 

6月23日（日）   11時00分～17時30分 ハンセアティック・スピリット 

9月22日（日）    9時３0分～17時30分 シーボーン・オデッセイ 

9月24日（火）   11時00分～18時30分 シルバー・ミューズ 

9月29日（日）   10時３0分～17時30分 シルバー・ノヴァ 

10月26日（土）    9時３0分～16時30分 レガッタ 

※出店時間は、寄港日やクルーズ船のツアー実施状況等により調整しています。 

   ※販売対象者は乗客・乗員及び歓迎・見学に訪れる市民等を想定しています。出港時に 

見送りに訪れる市民等もいることから、終了時間は各店舗の判断により出港時間の１５ 
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分後まで延長可能です（撤収作業は出港時間から１時間後までに終了してください）。 

※入出港の状況や天候に応じて、物産販売の開催時間を調整する場合があります。 

 

４ 会場 

宮古港藤原ふ頭 

※会場内には、飲食・休憩用のスペースを設けます。 

 

５ 販売物、出店の基準 

（１）客船歓迎事業であることの趣旨を理解し、積極的に運営協力できる者であること。 

(2)販売物は、県産品、または乗客・乗員のニーズを満たすことが期待され、企画・製造・調理・

販売等に県内事業者が関与する商品であることを原則とします。また、外国客船寄港時

は、法令等で輸出が禁止されている商品等は販売できません（国内で消費される場合を

除く）。 

（３）飲食店・喫茶店業種、乳類・食肉・魚介類販売及び酒類販売等、出店に際し許可が必要とな

る場合は、出店者において法律を所管する機関を確認のうえ、必要な手続きを行ってくださ

い（※事前に、許可証の写しを提出いただきます）。 

（４）出店申込みの内容（品目、数量、規格、調理方法及び小間数）について、主催者は出店者

と協議・調整することがあります。 

（５）小間数には限りがあるため、申込み多数の場合は、すべての日程で出店いただける事業

者を優先させていただきますので、ご了承ください。 

 

６ 出店概要 

（１）小間規格・備品等（主催者用意：無料） 

① 規格：１小間 間口２．７ｍ×奥行3.6ｍ（幅約５.４m×奥行約3.6mテントの半分） 

（飲食店等については、保健所の指導に基づきテントに横幕を設置します。） 

② 備品ːテーブル（幅1.8m×奥行0.45m）2本、パイプイス1脚 

③ その他：店名板 

※ ①～③以外の電気器具、焼き器具、冷蔵ケース等は出店者で準備してください。 

発電機、消火器及びコードリールの利用を希望する場合は斡旋いたしますので、主催 

者にご相談ください（出店者実費負担）。 

（２）水道・電気・火気・廃棄物の処理 

① 会場内に水道はありませんので、隣接する宮古港フェリーターミナルの屋外給水栓で

給水を行ってください。ポリタンク等は出店者でご準備ください。 

② 会場内に排水設備はありませんので、出店者で排水用のタンク等をご準備ください。 

また、汁物などを販売する場合、残った汁などを処理するためのザルやバケツを出店者

で用意してください。 

③ 電気・火気については、出店者で準備し、責任をもって管理するとともに、火気（発電

機を含む）を取り扱う出店者は基準を満たした消火器を必ず設置してください。 

④ 来場者が排出する廃棄物の処理は主催者が行いますが、出店者が排出する廃棄物は

出店者の責任で必ず持ち帰ってください。 
 

７ 出品物の搬出入 

（１）搬入は、営業開始１時間３０分前から開始し、営業開始時間までに終了してください。 
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（２）搬出は、出港時間以降に開始し、出港時間の１時間後までに終了してください。 

（３）車両の通行については、次の事項を厳守してください。 

① 会場内では車両の移動等、係員の指示に従ってください。 

② 搬入作業終了後、車両は必ず指定の場所に駐車してください。 

③ 保冷車、キッチンカー等、会場内への駐車を必要とする場合はご連絡ください。 

④ 通行許可証を発行します。入場及び駐車時は必ず車両のフロントに掲示してください。 

⑤ 会場内の入場口及び出店者駐車場の場所は、後日連絡します。 

（４）搬出入に要する経費及び火気類の燃料費は、出店者の負担とします。 

 

８ 販売場所 

販売場所（小間割及びキッチンカーの配置）については、申込内容（販売内容、火気の使 

用）を勘案して事務局で決定します。 

 

９ 販売上の注意点 

（１）販売は主催者の指示に従い、出店者が責任を持って行ってください。 

（２）食品の販売は、法令等を遵守し、食中毒には注意してください。 

弁当や惣菜等の販売は、食品営業許可施設で製造されたものに限ります。 

（３）外国客船の乗客・乗員の多くが英語圏を中心とした外国人の予定です。外国客船寄港

時は、販売物には日本語と英語で品名及び値札（税込）を付けてください。 

商品説明も英語表記のものを用意しておくことをお勧めします。 

（4）宗教などの理由により、肉、卵、魚介などの食材（アルコール、調味料や調理法なども）に

制限がある方がいます。食品については使用食材などを表示することをお勧めします。 

（5）決済方法は、キャッシュレス（QRコードではなくクレジットカード）を推奨します。 

（6）販売物及び現金等出店ブース内の管理は出店者が責任を持って行ってください。 

つり銭等の小銭は出店者でご用意ください。 

（7）各出店者は、のれん、飾り物等を持参し、会場の雰囲気を盛り上げるようご協力ください。 

（8）寄港日ごとに、販売実績の報告書を提出してください。 

（9）テント・イス・テーブル類はすべてレンタル品です。終了後は、ブース内の清掃をお願いし

ます。また、破損等した場合は、出店者に対し修理費等を請求する場合があります。 

（10）酒類（会場内での飲用）を提供する場合、車を運転する方には絶対に販売しないととも

に、過度の飲酒等によるトラブルが発生しないようご注意ください。 

（11）荒天により寄港しない（抜港）場合や、イベントを中止する場合があります。中止となった

場合は主催者において補償は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

（12）当日体調不良がみられる場合は従事を控えてください。 

（１３）喫煙は必ず指定の場所で行ってください。 

（１４）上記のほか、出店者決定後に追加で対応等を依頼する場合があります。 

 

10 お問い合わせ先 

   【物販ブース出店に関すること】 

    宮古市産業振興部産業支援センター 電話：0193-68-9092（課直通） 

   【クルーズ船の受入全般に関すること】 

宮古港利用促進協議会・宮古港クルーズ船おもてなし本部事務局 

（宮古市産業振興部企業立地港湾課内） 電話ː0193-68-9093（課直通）  


